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○
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
五
章

業
務

第
五
章

業
務

第
一
節

通
則
（
第
三
十
一
条
―
第
五
十
条
の
二
の
四
）

第
一
節

通
則
（
第
三
十
一
条
―
第
五
十
条
の
二
の
三
）

第
二
節

指
定
流
通
機
構
（
第
五
十
条
の
二
の
五
―
第
五
十
条
の
十
五
）

第
二
節

指
定
流
通
機
構
（
第
五
十
条
の
二
の
四
―
第
五
十
条
の
十
五
）

第
三
節

指
定
保
証
機
関
（
第
五
十
一
条
―
第
六
十
三
条
の
二
）

第
三
節

指
定
保
証
機
関
（
第
五
十
一
条
―
第
六
十
三
条
の
二
）

第
四
節

指
定
保
管
機
関
（
第
六
十
三
条
の
三
―
第
六
十
四
条
）

第
四
節

指
定
保
管
機
関
（
第
六
十
三
条
の
三
―
第
六
十
四
条
）

第
五
章
の
二
～
第
八
章

（
略
）

第
五
章
の
二
～
第
八
章

（
略
）

附
則

附
則

（
重
要
事
項
の
説
明
等
）

（
重
要
事
項
の
説
明
等
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

宅
地
建
物
取
引
業
者
は
、
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
信
託
（
当
該
宅
地
建
物
取

引
業
者
を
委
託
者
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
益
権
の
売
主
と
な
る
場
合
に

お
け
る
売
買
の
相
手
方
に
対
し
て
、
そ
の
者
が
取
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
信
託

の
受
益
権
に
係
る
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
に
関
し
、
そ
の
売
買
の
契

約
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
に
、
取
引
主
任
者
を
し
て
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
（
第
五
号
に
お
い
て
図
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面
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
図
面
）
を
交
付
し
て
説
明
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
売
買
の
相
手
方
の
保
護
の
た
め
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が

な
い
場
合
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
の
上
に
存
す
る
登
記
さ
れ
た
権
利

の
種
類
及
び
内
容
並
び
に
登
記
名
義
人
又
は
登
記
簿
の
表
題
部
に
記
録
さ
れ

た
所
有
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）

二

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
都
市
計
画
法
、
建
築
基
準

法
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
く
制
限
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
関
す
る
事
項
の

概
要

三

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
私
道
に
関
す
る
負
担
に
関

す
る
事
項

四

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
飲
用
水
、
電
気
及
び
ガ
ス

の
供
給
並
び
に
排
水
の
た
め
の
施
設
の
整
備
の
状
況
（
こ
れ
ら
の
施
設
が
整

備
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
整
備
の
見
通
し
及
び
そ
の
整
備

に
つ
い
て
の
特
別
の
負
担
に
関
す
る
事
項
）

五

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
宅
地
又
は
建
物
が
宅
地
の
造
成
又
は
建
築
に
関
す

る
工
事
の
完
了
前
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
完
了
時
に
お
け
る
形
状
、

構
造
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

六

当
該
信
託
財
産
で
あ
る
建
物
が
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
分
所
有
権
の
目
的
で
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
建
物
を
所
有
す
る
た
め
の
一
棟
の
建
物
の
敷
地
に
関
す
る
権
利
の
種
類

及
び
内
容
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
共
用
部
分
に
関
す
る
規
約
の
定
め
そ

の
他
の
一
棟
の
建
物
又
は
そ
の
敷
地
（
一
団
地
内
に
数
棟
の
建
物
が
あ
つ
て
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、
そ
の
団
地
内
の
土
地
又
は
こ
れ
に
関
す
る
権
利
が
そ
れ
ら
の
建
物
の
所
有

者
の
共
有
に
属
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
土
地
を
含
む
。
）
に
関
す
る
権
利
及

び
こ
れ
ら
の
管
理
又
は
使
用
に
関
す
る
事
項
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も

の
七

そ
の
他
当
該
信
託
の
受
益
権
の
売
買
の
相
手
方
の
保
護
の
必
要
性
を
勘
案

し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

４

取
引
主
任
者
は
、
前
三
項
の
説
明
を
す
る
と
き
は
、
説
明
の
相
手
方
に
対
し

３

取
引
主
任
者
は
、
前
二
項
の
説
明
を
す
る
と
き
は
、
宅
地
建
物
取
引
業
者
の

、
取
引
主
任
者
証
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

相
手
方
等
に
対
し
、
取
引
主
任
者
証
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
書
面
の
交
付
に
当
た
つ
て
は
、
取
引
主
任
者
は

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
書
面
の
交
付
に
当
た
つ
て
は
、
取
引
主
任
者
は
、
当

、
当
該
書
面
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

該
書
面
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
引
一
任
代
理
等
に
係
る
特
例
）

（
取
引
一
任
代
理
等
に
係
る
特
例
）

第
五
十
条
の
二

宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
、
交
換
又
は

第
五
十
条
の
二

宅
地
建
物
取
引
業
者
が
、
宅
地
又
は
建
物
の
売
買
、
交
換
又
は

貸
借
に
係
る
判
断
の
全
部
又
は
一
部
を
次
に
掲
げ
る
契
約
に
よ
り
一
任
さ
れ
る

貸
借
に
係
る
判
断
の
全
部
又
は
一
部
を
次
に
掲
げ
る
契
約
に
よ
り
一
任
さ
れ
る

と
と
も
に
当
該
判
断
に
基
づ
き
こ
れ
ら
の
取
引
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と

と
と
も
に
当
該
判
断
に
基
づ
き
こ
れ
ら
の
取
引
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
う
こ
と

（
以
下
「
取
引
一
任
代
理
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土

（
以
下
「
取
引
一
任
代
理
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
と
き

交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
と
き

は
、
第
三
十
四
条
の
二
及
び
第
三
十
四
条
の
三
の
規
定
は
、
当
該
宅
地
建
物
取

は
、
第
三
十
四
条
の
二
及
び
第
三
十
四
条
の
三
の
規
定
は
、
当
該
宅
地
建
物
取

引
業
者
が
行
う
取
引
一
任
代
理
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

引
業
者
が
行
う
取
引
一
任
代
理
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

一

当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（

二
十
五
号
）
第
二
十
九
条
の
登
録
（
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
六
条
の
認
可
を
受
け
て
次
の
イ
又

投
資
運
用
業
の
種
別
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
次
の
イ
又
は
ロ
に

は
ロ
に
掲
げ
る
者
と
締
結
す
る
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
契
約

掲
げ
る
者
と
締
結
す
る
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
契
約
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イ

当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
そ
の
運
用
の
指
図
を
行
う
委
託
者
指
図
型

イ

当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
そ
の
運
用
の
指
図
を
行
う
委
託
者
指
図
型

投
資
信
託
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年

投
資
信
託
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に

法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
委
託
者
指
図
型
投
資

規
定
す
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
を
い
う
。
）
の
信
託
財
産
の
受
託
会

信
託
を
い
う
。
）
の
信
託
財
産
の
受
託
会
社
（
同
法
第
九
条
に
規
定
す
る

社
（
同
法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
受
託
会
社
を
い
う
。
）

受
託
会
社
を
い
う
。
）

同
法
第
三
条
に
規
定
す
る
投
資
信
託
契
約

同
法
第
四
条
に
規
定
す
る
投
資
信
託
契
約

ロ

当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
そ
の
資
産
の
運
用
を
行
う
投
資
法
人
（
投

ロ

当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
そ
の
資
産
の
運
用
を
行
う
投
資
法
人
（
投

資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
投

資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
投

資
法
人
を
い
う
。
）

同
法
第
百
八
十
八
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る

資
法
人
を
い
う
。
）

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
産
運
用
委
託

委
託
契
約

契
約

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

前
項
の
認
可
を
受
け
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
（
以
下
「
認
可
宅
地
建
物
取
引

業
者
」
と
い
う
。
）
が
取
引
一
任
代
理
等
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
取
引
一
任

代
理
等
に
係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
契
約
の
相
手
方
に
対
し
て
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
。

一

第
三
十
五
条
第
一
項

同
項
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
及
び
説
明

二

第
三
十
五
条
第
二
項

同
項
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
及
び
説
明

三

第
三
十
五
条
の
二

同
条
に
規
定
す
る
説
明

四

第
三
十
七
条
第
二
項

同
項
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付

（
不
動
産
信
託
受
益
権
等
の
売
買
等
に
係
る
特
例
）

第
五
十
条
の
二
の
四

金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
九
項

（
新
設
）

に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
を
い
う
。
）
又
は
金
融
商
品
仲
介
業
者
（
同
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条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
仲
介
業
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
宅
地
建
物

取
引
業
者
が
、
宅
地
若
し
く
は
建
物
に
係
る
信
託
の
受
益
権
又
は
当
該
受
益
権

に
対
す
る
投
資
事
業
に
係
る
組
合
契
約
（
民
法
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
組
合
契
約
を
い
う
。
）
、
匿
名
組
合
契
約
（
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法

律
第
四
十
八
号
）
第
五
百
三
十
五
条
に
規
定
す
る
匿
名
組
合
契
約
を
い
う
。
）

若
し
く
は
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
（
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
投
資

事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
を
い
う
。
）
に
基
づ
く
権
利
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
不
動
産
信
託
受
益
権
等
」
と
い
う
。
）
の
売
主
と
な
る
場
合
又
は
不
動
産

信
託
受
益
権
等
の
売
買
の
代
理
若
し
く
は
媒
介
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

れ
を
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
が
宅
地
又
は
建
物
に
係
る
信
託
（
当
該
宅
地
建

物
取
引
業
者
を
委
託
者
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
益
権
の
売
主
と
な
る
場

合
と
み
な
し
て
第
三
十
五
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
本
文
中
「
売
買
の
相
手
方
に
対
し
て
」
と

あ
る
の
は
「
売
買
の
相
手
方
又
は
代
理
を
依
頼
し
た
者
若
し
く
は
媒
介
に
係
る

売
買
の
各
当
事
者
（
以
下
「
不
動
産
信
託
受
益
権
売
買
等
の
相
手
方
」
と
い
う

。
）
に
対
し
て
」
と
、
「
信
託
の
受
益
権
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条

の
二
の
四
に
規
定
す
る
不
動
産
信
託
受
益
権
等
に
係
る
」
と
、
同
項
た
だ
し
書

中
「
売
買
の
相
手
方
」
と
あ
り
、
及
び
同
項
第
七
号
中
「
信
託
の
受
益
権
の
売

買
の
相
手
方
」
と
あ
る
の
は
「
不
動
産
信
託
受
益
権
売
買
等
の
相
手
方
」
と
す

る
。

第
二
節

指
定
流
通
機
構

第
二
節

指
定
流
通
機
構
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（
指
定
等
）

（
指
定
等
）

第
五
十
条
の
二
の
五

（
略
）

第
五
十
条
の
二
の
四

（
略
）

（
指
示
及
び
業
務
の
停
止
）

（
指
示
及
び
業
務
の
停
止
）

第
六
十
五
条

（
略
）

第
六
十
五
条

（
略
）

２

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
免
許
を
受
け
た
宅
地
建
物
取

２

国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
免
許
を
受
け
た
宅
地
建
物
取

引
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
宅
地

引
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
宅
地

建
物
取
引
業
者
に
対
し
、
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
業
務
の
全
部
又

建
物
取
引
業
者
に
対
し
、
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
業
務
の
全
部
又

は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
一
の
二

（
略
）

一
・
一
の
二

（
略
）

二

第
十
三
条
、
第
十
五
条
第
三
項
、
第
二
十
五
条
第
五
項
（
第
二
十
六
条
第

二

第
十
三
条
、
第
十
五
条
第
三
項
、
第
二
十
五
条
第
五
項
（
第
二
十
六
条

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
三

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第

十
二
条
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
若

三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項

し
く
は
第
二
項
（
第
三
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

若
し
く
は
第
二
項
（
第
三
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

、
第
三
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
第

）
、
第
三
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条

一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
二
第
一

、
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
七

項
、
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十

条
、
第
四
十
七
条
の
二
、
第
四
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
六
十

七
条
、
第
四
十
七
条
の
二
、
第
四
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
六

四
条
の
九
第
二
項
、
第
六
十
四
条
の
十
第
二
項
、
第
六
十
四
条
の
十
二
第
四

十
四
条
の
九
第
二
項
、
第
六
十
四
条
の
十
第
二
項
、
第
六
十
四
条
の
十
二
第

項
、
第
六
十
四
条
の
十
五
前
段
又
は
第
六
十
四
条
の
二
十
三
前
段
の
規
定
に

四
項
、
第
六
十
四
条
の
十
五
前
段
又
は
第
六
十
四
条
の
二
十
三
前
段
の
規
定

違
反
し
た
と
き
。

に
違
反
し
た
と
き
。

３

（
略
）

３

（
略
）
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４

都
道
府
県
知
事
は
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
他
の
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受

４

都
道
府
県
知
事
は
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
他
の
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受

け
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
で
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
業
務
を
行
う

け
た
宅
地
建
物
取
引
業
者
で
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
業
務
を
行
う

も
の
が
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
業
務
に
関
し
、
次
の
各
号
の
い

も
の
が
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
業
務
に
関
し
、
次
の
各
号
の
一

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
対
し
、

に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
対
し
、
一
年
以

一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る

内
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が

こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
十
三
条
、
第
十
五
条
第
三
項
（
事
務
所
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第

二

第
十
三
条
、
第
十
五
条
第
三
項
（
事
務
所
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第

三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項

三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
の
二
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
（
第
三
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

若
し
く
は
第
二
項
（
第
三
十
四
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
三
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条

）
、
第
三
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
二
第
一

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
一
条
の
二
第
一

項
、
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十

項
、
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
五
条
ま
で
、
第
四
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十

七
条
、
第
四
十
七
条
の
二
又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規

七
条
、
第
四
十
七
条
の
二
又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規

定
に
違
反
し
た
と
き
。

定
に
違
反
し
た
と
き
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

第
七
十
七
条
の
二

第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
十
二
条
、
第
二
十
五
条
第
七

第
七
十
七
条
の
二

第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
十
二
条
、
第
二
十
五
条
第
七

項
、
第
六
十
六
条
及
び
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
認
可
宅
地
建
物
取
引

項
、
第
六
十
六
条
及
び
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
認
可
宅
地
建
物
取
引

業
者
が
そ
の
資
産
の
運
用
を
行
う
登
録
投
資
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

業
者
が
そ
の
資
産
の
運
用
を
行
う
登
録
投
資
法
人
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
登
録
投
資
法
人
を
い
う
。
）
に

に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
登
録
投
資
法
人
を
い
う
。
）
に

は
、
適
用
し
な
い
。

は
、
適
用
し
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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第
八
十
六
条

第
二
十
二
条
の
二
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
、
第
三
十
五
条
第
四

第
八
十
六
条

第
二
十
二
条
の
二
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
、
第
三
十
五
条
第
三

項
又
は
第
七
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す

項
又
は
第
七
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す

る
。

る
。


